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午前10時00分開会 

○永本浩子委員長 ただいまから、文教民生委員会

を開会いたします。 

本日の委員会ですが、網走市破砕・リサイクル施

設及び最終処分場維持管理業務委託プロポーザルに

ついての所管事務調査であります。本件について

は、３月21日開催の当委員会において、理事者側で

３点ほど持ち帰り、検討することとした事項があり

ますので、順番に説明を受けたいと思います。 

 それでは、まず初めに、公告時の仕様書と契約時

の仕様書の変更箇所の確認について説明を求めま

す。 

○寺口貴広市民環境部次長 資料１号を御覧くださ

い。令和７年度から令和９年度、網走市破砕・リサ

イクル施設及び最終処分場維持管理業務委託仕様書

の比較一覧となっております。表は３列になってお

り、左側が令和６年12月で公告時の仕様、真ん中が

令和７年３月で契約時の仕様、右側が変更点となっ

ておりますので、ここでは、変更点のある項目につ

いて御説明いたします。 

 初めに、１ページの１段目、２段目ですが、公告

時の趣旨と適用ですが、プロポーザルへの参加者募

集時の記載のため、契約時の仕様では削除をしてお

ります。続いて３段目、公告時の業務の履行の項目

については、契約時に１と２に分割し、１、法令の

遵守、２、業務の履行として整理をしております。 

 続きまして２ページです。４段目、職員の配置数

ですが、公告時には、破砕・リサイクル施設と最終

処分場について、それぞれ参考人数を示し、合計で

34名としていましたが、契約時には、施設区分をな

くし、合計で30名としたところです。 

次に、３ページ２段目、委託する業務の範囲です

が、契約時に、破砕・リサイクル施設の業務とし

て、（４）資源物等の抽出作業を追加しておりま

す。 

続きまして、４ページを飛ばして５ページの３段

目、委託する業務の範囲中、共通事項ですが、契約

時において、（１）に予防保守の文言を追加してお

ります。 

次に、６ページの３段目、提出書類ですが、契約

時において、（１）の（ウ）の冒頭に、必要に応じ

ての文言を追加しております。その下、４段目、建

物及び付帯設備等の使用管理ですが、４行目、公告
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時に一般廃棄物最終処分場としていたものを契約時

に最終処分場と文言整理を行っております。 

続きまして、７ページの１段目、車両・重機の配

置ですが、こちらも人員と同様に、公告時には破

砕・リサイクル施設と最終処分場について、それぞ

れ参考配置台数を示していましたが、契約時には、

施設区分をなくした上でダンプトラックの１台を車

両総重量15トンクラスから10トンクラスにサイズ変

更したほか、20トンクラスの車両を２台から１台と

したところです。また、バックホウのアタッチメン

トとして廃プラカッターを１台追加したほか、有害

廃棄物の運搬用車両としてユニック車を１台追加し

ております。 

次に、８ページを飛ばして９ページです。２段目

の遵守事項ですが、契約時に、（２）予防保守に関

する事項と（３）機器故障時の対応に関する事項を

追加しております。 

以上で仕様書の変更点について説明を終わりま

す。 

○永本浩子委員長 それでは、ただいまの説明で質

疑等ございますでしょうか。 

○金兵智則委員 多分、私のほうでお願いをした資

料だというふうに思いますので、中身について、変

更点の部分については、プロポーザルで１位になっ

た業者の提案を含めてという変更点が多いのかなと

いうふうに思ったんですけれども、公告時の仕様書

については、例年というか、このリサイクル施設、

最終処分場の公告を出すときには、これを使ってい

たというふうに、何かこの部分で変更になった部分

は、特にこのときはなかったというふうに理解して

いいですか。 

○寺口貴広市民環境部次長 公告時の内容につきま

しては、基本的に前年度までの委託内容に準じたよ

うな内容となっております。 

○金兵智則委員 わかりました。 

 車両についてなんですけれども、７ページ、これ

も提案を含めてということなんだというふうに思う

のですが、結局、ダンプトラックについては１台

減、しかもサイズも小さくなったというような状況

なんですけれども、ちょっと提案のどこにどういう

ふうにあった結果、これがこうなったのかがよくわ

からなかったのですけれども、簡単でいいので説明

していただいても大丈夫ですか。 

○寺口貴広市民環境部次長 ダンプトラックの主な

使用目的でございますが、１台は、破砕・リサイク

ル施設から最終処分場へ破砕したごみを運搬するも

のとなっておりますが、残り２台につきましては、

従来は覆土の運搬に主に使用されていたものです

が、令和６年度から受託者が変わりまして、今回、

受託した事業者と同じなのですが、最終処分場への

覆土の搬入量が大きく減少したことで車両の台数を

減らしたというような内容となっております。 

○金兵智則委員 サイズが小さくなったのは、どう

いうところなんですか。 

○寺口貴広市民環境部次長 そちらにつきまして

も、その覆土の運搬量が減っていることが大きな要

因となっております。 

○金兵智則委員 わかりました。破砕が細かくなっ

たとかではなくて、覆土量が少なくなることでサイ

ズも小さくしてダンプも減らすということでやって

いけるよということでこれを変えたということです

ね。 

 あともう１点、提出書類に必要に応じてと入れた

のは、これはもともと仕様書のときには入っていな

かったんですけれども、これは、市としては、確認

をするために提出してもらおうと思っていたのにも

かかわらず、お話の中で必要に応じてということ

は、求めなければ出さなくていいということなんで

すよね、意味的には。 

○寺口貴広市民環境部次長 こちら公告時には、必

要に応じてという文言が確かに入ってはいなかった

のですが、この文言につきましては、昨年度の実際

の契約時の仕様書においては、必要に応じてという

文言が入っておりましたので、そこは契約時のもの

には、昨年と内容を合わせて必要に応じてという文

言を入れたところでございます。 

○金兵智則委員 なるほど。昨年の契約時とは一緒

だけれども、なぜ仕様書でわざわざこれを外さなけ

ればいけないのですか。 

○寺口貴広市民環境部次長 そういう可能性もある

というところをお示しするために当初の公告時には

そういう文言をつけておりましたが、実際、履行す

る中では、必ずしもそこを求めるものではございま

せんので、必要に応じてという文言を改めてつけ加

えたところです。 

○金兵智則委員 わかるような気もするんですけれ

ども、求めない可能性が高いものを先に仕様書に入

れておくというのは、それって何か単なる脅しにし

か見えなくないですかこれって。 

○寺口貴広市民環境部次長 業務を履行していく中
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ではそういう可能性もございますので、あらかじめ

そういうことを仕様として加えていたところです。 

○金兵智則委員 この一言で、これがちょっと云々

っていう話にもならない気がしますけれども、これ

でも、ちょうど場所的には、就労状況や賃金の支払

い状況等々の従業員の方の個人のところに該当する

ことなので、この言葉が必要なのかどうなのかって

いうのは、ちょっと僕も専門的な知識があるわけで

はないので何とも言えないのですけれども、何とも

何かあやふやな感じがしますよね、ここね。それな

ら最初から必要に応じてって仕様書にも書いておけ

ばいいだけの話のような気がするんですけれども、

違うんですかね。 

○寺口貴広市民環境部次長 そこの表現につきまし

ては、今後そういう誤解を生じないようにといいま

すか、前後で、意味としては同じなのに表現が変わ

るといろいろ誤解を生じることもあると思いますの

で、今後の表現には気をつけてまいりたいというふ

うに考えております。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。 

○古都宣裕議員 今回出された資料の部分でまず聞

きますと、きっとこの契約書の中で見ると３ページ

の中の資源物の抽出作業を追加というのが盛り込ま

れたというので、そこぐらいなんですね。正直、前

回のプロポーザルの提案書を見ていると、そこが盛

り込まれたのは提案書の中の１ページ目の部分なの

かなと理解はできるんですけれども、ほかのところ

どうなのかなというところを見ていると、これだけ

しか何か文言としては入っていないように見えるん

ですよね。今回、契約に至った中で全部を採用した

わけではないというのを前回で説明されたと思うの

ですけれども、この提案書のどれが採用されてい

て、どれが採用されていないのかと。予算内に収ま

る者に対して、何で全部採用しなかったのかなとい

うのは、前回の質疑の中で話が出ていたと思うので

すけれども、それを見比べるために今回この資料の

要求が出ていたと記憶しているんです。この資料を

見ると、入ったなって文言として確認できるのは、

提案書の中の１ページ目の部分しか見えないんです

けれども、それは、ほかはどういったところが入っ

ているのですか。 

○寺口貴広市民環境部次長 そのほか、提案を受け

てつけ加えたところといたしましては、５ページの

３段目、共通事項のところの予防保守の項目ですと

か、あとは、９ページの２段目、遵守事項のところ

の（２）、（３）などが提案を受けて加えたところ

となっております。 

○古都宣裕議員 ごめんなさい、それだとちょっと

よくわからないので、前回いただいた資料のプロポ

ーザルの提案書の中から、１ページからざっと見

て、これは盛り込んでいます、これは盛り込んでい

ませんというところを示していただくと一番早いの

かなと思うんですけれども、それでちょっと教えて

いただくことってできますか。 

○寺口貴広市民環境部次長 前回の提案書のほうを

御覧いただきたいと思いますが、前回の提案書のと

ころで４ページから５ページが予防保守などに関す

る項目のところで取り入れております。また、７ペ

ージから11ページにかけてというところが資源物な

どの抽出をするというところで取り入れている内容

でございます。最終処分場のところにつきまして

は、車両でアタッチメントを追加したりですとか、

そういったところで取り入れております。今回、取

り入れていないところとしましては、独自の提案と

いうところで燃料化という部分については、この仕

様の中では取り入れていないというところでござい

ます。 

○古都宣裕議員 今の説明だと取り入れていないと

ころは、一番最後のほうにあるごみを燃料にという

この部分以外は取り入れられているということで、

たしか提案書の中のこの予算の中では、これを外し

た形で多分、金額って出ていたってことは、これは

あくまで補足的な企業提案の中で、減容化の部分で

こういうものも今後、取り組めたらいいねくらいの

形で、それ以外のやつは、ほぼ取り組むってことは

もともと提案された予算の中だと思うんです。でも

予算よりたしか低くしていたと思うんですよ。で

は、ほかに何を外したんですかっていうところがよ

くわからないかなと思うんですよね。 

○寺口貴広市民環境部次長 今回、提案を受けた中

で取り入れているものですけれども、私どものほう

としては、予算の中では、私どもの積算の考え方に

基づいて積み上げたものが今回、限度額としてお示

しをしていたところでございますが、その限度額の

範囲の中で事業者のほうにおいて、工夫に応じて予

算の中でこういった提案ができるということで今

回、提案を出してもらったというふうに理解してお

ります。 

○古都宣裕議員 ごめんなさいね。僕ちょっとまだ

理解できないのですけれども、今回、引き受けてい



- 4 -

ただいた愛和産業さんで予算で、プロポーザルで審

議したときの予算が、別に予算内に収まっていたわ

けですよね。でも、それより低い金額で契約なさっ

たという話だったのですけれども、でもそれって今

回、採用しなかったのって、ごみを燃料にというこ

の廃棄物の固形燃料化のところで、これ多分その予

算の中に入ってないはずなんです。そもそもが、提

案されたときの。でもその予算以外の金額でこれぐ

らいの減容化できますよっていう提案をされて、も

ともと限度額を設定した中での予算をクリアしてい

たのに、さらにそれより低い金額に積算したらなる

んですけれどもと言って契約したわけですよね。向

こうの提案でこれぐらいかかるっていうので予算を

クリアしていたのに、何を根拠にそれより下げてや

って、向こうで積算してこれだけの金額でこうやっ

たらできますってやっていたのをいやでもこれだっ

たらこのぐらいでできるだろうと、向こうの提案を

採用するけれどもさらにこっち予算を下げたってい

う理解で合っていますか。 

○寺口貴広市民環境部次長 当初提案時の金額と実

際の契約時の金額が変わったというところのお話か

と思うんですけれども、そこの部分につきまして

は、提案時につきましては、例えば人件費の部分に

ついては、仕様に合わせた34名ということで事業所

のほうは積算していたものが、実際、交渉していく

中で最終的に人員の配置が30人でいいということに

なったので、そういった人件費の部分の減少などの

積み上げによって、下がったというふうに理解をし

ております。 

○古都宣裕議員 極端な話、人を用意するの大変だ

からここちょっと削ろうかみたいな形でやることも

できたのかなと思うんですけれども、向こうの提案

資料の中では減容効果として年に834立方メートル

減容見込みというので言い切っているわけですよ。

これは市としても、年834立方メートルはいけるん

だねっていうことで契約したという理解でいいです

か。 

○寺口貴広市民環境部次長 提案者が示した減容の

容積につきましては、提案者の独自の試算に基づい

て示されたものではございますが、そこについて

は、一つの目安とする形になりますけれども、現状

よりも、まずは少しでも減容効果を高めていくとい

うところで、そこは今後の破砕・リサイクル施設か

ら最終処分場への搬入量ですとか、今後行います残

余量調査などでその辺の動向については、注視して

いきたいというふうに考えております。 

○古都宣裕議員 今回、プロポーザルに踏み切って

いる理由として減容効果を最大化するということを

掲げてやっているわけですよね。それで、プロポー

ザルにした結果、提案として向こうの試算、計算式

よくわかんないんですけれども、834立方メートル

年間減容できるよと、今よりこれだけ減らせるよ

と。もちろんこの中には、人口減少等を加味しない

で出される部分の中で、これだけの減量効果が見込

めるということだとは思うんです。となると今後、

これ３年契約ですから求められるというのは、細か

くどこまでできているかというチェックはもちろん

してかなければいけない。だって減容効果を求めて

契約したんですから。だからそれを、834立方メー

トルだけれども、それより大きくなればいいですけ

れども、それより小さくなるっていう可能性もゼロ

ではないわけじゃないですか。ということは、これ

ちゃんとチェック、毎月のようにかけていかなきゃ

いけないと思うんですけれども、その辺はどのよう

にチェックかけていく予定ですかね。 

○寺口貴広市民環境部次長 ごみの量ですので、

時々に応じて変動というのがございますので、年に

よっても若干変動がありますので、なかなか毎月の

動きだけでは把握できない面はあるかと思いますけ

れども、そこは破砕・リサイクル施設から最終処分

場へ運び込まれるごみの量というのは、そこは定期

的にといいますか、把握していくことができると思

いますので、それらに併せまして、やはり最終処分

場の残余容量を少しでも長く持たせようというとこ

ろが趣旨でございますので、そこは定期的に行って

おります残余量測量調査、そこの結果で推移を把握

していきたいというふうに考えております。 

○古都宣裕議員 残余量測量調査も、これはたしか

毎年雪解けの５月に行ったり10月に行ったりしてい

ると思うので、それももちろんだとは思うのですけ

れども、計量されていますよね。ということは計量

は毎月、毎日出せというわけではないんですけれど

も、そこまでしたら業務量大変ですから、毎月トー

タルで出したときとかといったらその成分組成率と

か最終的に埋立て、今回、分別すごい徹底されると

いうことなので、今まで測って埋め立てる量より

も、そこからさらに分別するから埋立てに入れる量

というのは減るわけじゃないですか。というところ

は数字で追って見ていけると思うので最低でもこれ

は毎月追わなければいけないと、減容効果を検証す
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るのに。と思うのですけれども、その辺はいかがで

すか。 

○寺口貴広市民環境部次長 そこにつきましては、

委員お話しのあるとおり、最終処分場に持ち込まれ

るごみの重量になるかと思いますけれども、そうい

ったところは、定期的に把握していきたい、記録し

ておきたいというふうに思っております。 

○古都宣裕議員 それでちょっと思うのが資料、提

案の中で先ほど言った分別を徹底して、繁忙期につ

いては、二交代制等をしいて徹底的に分別して減容

化するんだと。今まさに繁忙期で、前回の委員会の

ときはまだ稼働してない状態ですけれども、今もう

変わって稼働している状態ではないですか。今まさ

にそれが繁忙期で人が集まるかという心配もされて

いましたけれども、動き出している以上、これ今ま

さに二交代制で分別を徹底する形で動いているとい

う理解で大丈夫ですかね。 

○寺口貴広市民環境部次長 ４月につきましても年

間の中ではごみが多い季節ではございますが、この

提案の中で想定していた繁忙期というのがお盆の後

ですとか年末年始の繁忙期、そこがやはり年の中で

は一番多い時期でしたので、そこを想定しているも

のでしたけれども、４月も実際に多いですので、今

現在、二交代制までは至っておりませんが、１時間

もかからないかもしれないですけれども少し時間外

をして、まだそこは処理が追いついているというふ

うに把握しております。 

○古都宣裕議員 繁忙期として、普通に考えて３

月、４月は引越しシーズンですので、多くなるのは

もともと想定されていると思っていたんですけれど

も、想定されてなかったんですか。 

○寺口貴広市民環境部次長 ３月、４月に多いこと

は想定はしておりますけれども、その中でもより多

いと想定しているのが８月ですとか、12月から１月

にかけて、そこがより多いというふうに考えていた

ところです。 

○古都宣裕議員 いや、今はまだ二交代制全部はで

きないけれども一部稼働しているというのは、それ

はそもそもの計画どおりなのか、計画ではもうこの

時点で二交代制だったのかといったらどちらになる

んですかね。 

○寺口貴広市民環境部次長 もともとの計画でも４

月については二交代制はまだ導入する予定ではござ

いませんでした。 

○古都宣裕議員 そしたらそもそもの計画からそん

なにずれはないのかなと、現時点で起きていないの

かなと思うんですけれども、その月々でやっぱりち

ゃんと追っていかないと多い少ないもあるでしょう

けれども、減容化の効果を見るときに、どの時点で

駄目だったのかなとか、計画から離れていったら計

画が難しいとか、このままいくと逆にもっといい効

果が生まれそうだなっていうところも見なければい

けないと思うんです。なので、その辺の追跡をしっ

かりやっていく必要があると思うんですけれども、

それはやっていただくということでよろしいです

か。 

○寺口貴広市民環境部次長 今回のプロポーザルは

減容化というところを主眼に置いておりますので、

そこは破砕・リサイクル施設でいかにそういう分別

ができて減容できたか、そういったところは今後も

定期的に追っていきたいというふうに思っておりま

す。 

○古都宣裕議員 ここで想定されている減容化の効

果というのは、以前の答弁で二軸破砕機、覆土を減

らす、掘り起こしも今年度、来年度、たしかやる予

定だったと思うんですけれども、それの効果とは別

で、これだけの効果を生み出すというふうになって

いたと思うんですね。その理解でまず間違いなかっ

たでしょうか。 

○寺口貴広市民環境部次長 今お話のありました、

掘り起こしの効果とは別で破砕・リサイクル施設で

の分別の徹底による減容ですとか、そういったとこ

ろの効果を今回のプロポーザルの効果として評価し

ていきたいというふうに思っております。 

○古都宣裕議員 掘り起こしは別だけれども、覆土

を減らすだとか二軸破砕機の稼働によって減る分っ

ていうのは、加味して言っていた数字に乗せていい

ということなんですかね。 

○寺口貴広市民環境部次長 今回の提案の中では、

改めて埋立ての仕方ですとか覆土を減らす工夫等も

提案されておりますので、そういったことも含めて

効果というふうには把握していきたいというふうに

思っています。 

○古都宣裕議員 わかりました。何だろう、今回採

用した効果として先ほど、もう一度ちょっと聞きた

いんですけれども、834立方メートルより増えるこ

とを想定しているのか、この前後を想定しているの

か、ちょっとよくわからなくて、最低でも採用した

以上、企業も提案している見込みとして、あくまで

見込みなのはわかるんですけれども、そこは市とし
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て最低ライン、クリアしてほしいような減容効果と

いうのは、どこを見ているのですかね。この程度は

と言っていましたけれども、実質的な目標の数値と

かそういったものは持っているのですか。 

○寺口貴広市民環境部次長 今、委員おっしゃられ

た834立方メートルという部分ですが、こちらにつ

いては、独自の提案で燃料化を仮に行った場合とい

うところですので、そこは今回、効果としては見込

んではいないところでございますが、それ以外のと

ころで示されている減容効果、こちらについては、

この数値に少しでも近づけるように事業者とも協議

しながら進めていきたいというふうには考えており

ます。 

○古都宣裕議員 僕の見ているところがちょっと違

いましたね、ごめんなさい。ただ、見ていると埋立

ごみに入っている資源物の抽出について268立方メ

ートルとか鉄くずをやって110立方メートルですと

か、細かくやっているわけですよ。ということは、

埋立てで測ったときに、スケールで測ったときから

さらに分けてというところで、その割合で見ていけ

ば、今までやっていたときよりどれだけ増えたかと

か、そういったところはしっかり見えると思うんで

すよね。何だろう、ただ目視ではなくて数字で見え

る化して、これだけ減容効果があったよね、だから

プロポーザルの効果があったよねっていうところを

しっかりと示せるようにしなくてはならないんだと

思うのですけれども、その辺はちゃんとやっていた

だくと。 

○寺口貴広市民環境部次長 そこの数値的な確認の

一つの方法として先ほど申しましたけれども、破

砕・リサイクル施設から最終処分場へ運ばれるごみ

の重量などを定期的に観測していくことで、これま

での前年、前々年とかの比較と比べてどれだけ減っ

たかというようなことが把握できる部分もあると思

いますし、あとは、やはり最終的には、最終処分場

の残余容量の測量結果、これも併せて見ていくこと

になるのかなというふうに考えております。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。よろ

しいでしょうか。 

○村椿敏章委員 私も先ほどの６ページの提出書類

ですね。前回のやつでいくと従業員の就労状況及び

賃金の支払状況、就労状況について必要な書類、そ

の他市が指示するものと言っていて、これずっと出

されてきていたものなんですかね。今までは出され

ていたものだということですよね。 

○寺口貴広市民環境部次長 就労状況に関する書類

として従来より確認したものとしては、経歴書など

は出していただいているところです。今回もそこに

ついては出していただいております。 

○村椿敏章委員 経歴書が出されていた、今まで

は。就労状況ではないの。 

○寺口貴広市民環境部次長 就労状況につきまして

は、作業日報という形で報告をいただいているとこ

ろでございます。 

○村椿敏章委員 作業日報の中に働いている人たち

のものが入っていたということですね。今回、この

部分が必要に応じてというふうに変えたというの

は、その辺、何か理由があるのかなと私はちょっと

思ったのですけれども。特に先ほど言ったのは、先

ほどの理由もう一度言ってもらえます。なぜこれが

増えたのか。 

○寺口貴広市民環境部次長 この必要に応じてとい

う文言につきましては、従来の契約においてもこの

文言を使っていたのですけれども、今回、公告示の

部分でこの文言を外してしまったことで今御質問あ

るように、何で変わってしまったんだろうというよ

うな疑念を抱くようなこともございますので、その

点については今後、気をつけたいということで先ほ

ど御答弁を申し上げたところでございます。 

○村椿敏章委員 今後というのは、今回この必要に

応じてと入れたけれども、今後これを外すってこと

ですか。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

午前10時34分休憩 

午前10時35分再開 

○永本浩子委員長 それでは、再開いたします。 

 村椿委員の質疑から。 

○村椿敏章委員 今言ったのは、最初の公告時のと

きから必要に応じてというふうに直しますというこ

とですね。そこはわかりました。ただ、それはそれ

でいいんです、今後というのはそれはそれでいいの

ですけれども、今回、何で変わったかというところ

が問題ですよ。今までは、日報に就労状況を入れて

いってもらったということだと思うのですが、それ

を入れることは、やっぱり必要なのかなと思うので

すよね。しっかりと体制が整ってやれているのかど

うなのかいうことも非常に大事だと思うんですよ。

ですから、この書類を必要に応じてというふうにす

るというのはどうなのかなと思うんですけれども、

どうでしょうか。 
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○寺口貴広市民環境部次長 ちょっと表現の仕方で

わかりにくいということもあるかもしれませんが、

就労状況、作業日報については、これまでもこれか

らも引き続き提出してもらう予定でございますが、

例えば、賃金の支払状況などについては必ずしも常

時、必要なものではないと思いますので、そういっ

たところにおいては、必要に応じて確認をしていき

たいという考えのものでございます。 

○永本浩子委員長 昨年までもちゃんと入っていた

けれども、公告のときにだけ必要に応じてを抜かし

てしまったので、今後は、公告のときにもきちんと

入れながら誤解のないようにしていきたいという答

弁だったかと思います。 

○村椿敏章委員 それはわかりますけれども、今ま

では、必要に応じてというのはなかったってことで

すよね。あったのですか。 

○永本浩子委員長 昨年まで…… 

○村椿敏章委員 あったのね。昨年まであったけれ

ども、公告時に外しちゃったの。申し訳なかったで

す。最初には、前はあったということですね、これ

ね。そういうことか、わかりました。すみません、

よく聞こえてなかった。 

それと、先ほどの、７ページの重機の関係です

が、これユニック車が何で必要なのかっていうとこ

ろで、今までは、４トンクラス相当で使いますとい

うのが今度、８トンと増えているのですけれども、

ここの理由というのは何なんでしょうか。 

○寺口貴広市民環境部次長 このユニック車の使用

目的としましては、蛍光灯などの有害ごみを北見市

の留辺蘂にあるイトムカ鉱業所に運び込むとき、年

３回程度使用する車両なのですが、車両を大型にし

たほうがより効率的に運べるという考えで８トン車

を追加したというところでございます。今までの４

トン車だけでは、積み込み切れない部分もございま

すので大きくしたというところでございます。 

○村椿敏章委員 結構、蛍光灯とかの量というの

は、今までも４トンクラスで年３回程度というふう

に言っていたのを今度は大きくして、それを運ぶ量

を減らしたいと、そういうことですか。運ぶ回数を

減らしたいということですか。 

○寺口貴広市民環境部次長 回数といいますか、台

数を効率化するためにというところで年３回という

部分は変わらないとは思いますが、何往復すると

か、そういった部分を減らすということでございま

す。 

○村椿敏章委員 あと、それ以外にユニック車を利

用する考えがあるからこの部分が増えたのかなと思

ったんですけれども、そういうことは、今回の提案

の中には入っていないのですか。 

○寺口貴広市民環境部次長 ユニック車につきまし

ては、あくまでも有害ごみの運搬だけということで

考えております。 

○村椿敏章委員 ここについてはわかりました。 

○永本浩子委員長 よろしいでしょうか。 

○古都宣裕議員 すみません。 

 今のところ、同じところで、ちょっとわからない

んですけれども、４トンだと足りないから８トンに

しましたよというのは理解できるのです。では、単

純にここの車両を４トンクラスではなくて８トンク

ラス１台で足りるのではないかなと思うのですけれ

ども、２台ここに記載すると会社側は２台用意しな

ければいけないわけですよね。それで、２台体制で

運用しなければいけないものだからこうしたのです

か。年に３回しか使わないところ８トン１台にした

わけではなくて、４トンクラスにさらに8トンクラ

スを１台というふうにしているのですけれども、こ

れどういうことなんですかね。 

○寺口貴広市民環境部次長 今回、車両１台を増や

すという提案でございますけれども、これまでもそ

うですけれども、ユニック車については運搬すると

きのみに使用していますので、従来もリース車両な

どを使っていたところでございますので、これによ

って抱える車両が増えるということではなく、効率

的にするために２台のほうが運用しやすいというこ

との申出があり、このような形に仕様を変更したと

ころでございます。 

○古都宣裕議員 リースでもいいけれども、そのと

きに使える車両を４トンと８トンの両方をそろえて

くださいということの理解でいいということです

ね。これちょっと、回答あるならお願いします。 

○寺口貴広市民環境部次長 こちらでそろえてくだ

さいということではなく、事業所のほうが２台体制

で運用したほうが運搬しやすいというお話があって

このように変更したという内容でございます。 

○古都宣裕議員 わかりました。 

 あと、ちょっと細かいところなんですけれども、

書き方として車両総重量となっているのですよ。積

載量ではなくて車両総重量となったら、10トンダン

プとかって車両の積載量ではなくて車両総重量とい

うので間違いないですかね。 
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○寺口貴広市民環境部次長 こちらでお示ししてい

るのは、車両積載量ではなく車両総重量ということ

でございます。 

○古都宣裕議員 どっちでも大丈夫だと思うのです

けれども、そこは確認でした。 

 ちょっと５ページの１個だけ気になるのですけれ

ども、公告時には、ここ変更点ないのですけれど

も、最終処分場の（２）のイの部分で衛生管理のこ

こに害虫・鳥獣害と入っていたのが、なぜか契約時

には消えているのですよね。これ、わざわざ消す必

要って何かあったのですか。 

○寺口貴広市民環境部次長 ここにつきましては、

契約時においても害虫・鳥獣害という部分も当然含

まさった形ですけれども、ここは特段の意味はない

ものでございますが、作成するときに、そこを外し

てしまったというところでございます。内容として

は変わっていないです。衛生管理ということでござ

いますので、そういった害虫・鳥獣害含めて総括的

にという意味合いで、あえて記載をしなかったとい

うところでございます。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。 

○栗田政男委員 何か無駄なことをしているなとい

うふうに思って聞いていました。この年３回程度を

イトムカ鉱業所、留辺蘂の奥ですけれども、運ぶた

めに車を用意してもらって、総重量で４トンクラス

と言っているので、これ俗に言う２トン車でしょう

ね。その下の８トンクラスというの、俗に言う４ト

ン車の３トンユニックがついたタイプだと思います

けれども、それ３回のために用意する必要は何もな

いし、３回だったらリースで借りてきてもいいし、

業者さんに運んでもらってもいいし、何のためにそ

んなものをこうやって仕様書でうたうのか不思議な

のですが、それに対しての考え方を聞かせていただ

きたい。 

○寺口貴広市民環境部次長 このユニック車につき

ましては、委員御指摘のとおり年３回しか使わない

ものでございますので、これまでもリース車両で対

応してきたところでございます。仕様ですので、そ

ういったリース含めて年３回はこういった車両を使

用しますよということでお示ししているところで、

常時、この車を使わないのに確保してくださいとい

うものではございません。 

○栗田政男委員 その都度、用意できるような体制

を取っているという意味なんですね。ここで常時キ

ープしておくということではないということでそこ

は理解をいたします。そこの部分だけでいうと市の

所有車両というのは、ダンプトラックというのは、

多分、下水か何かから払下げというか、使わなくな

った車両を持っていって貸しているのかな。それ

と、新しく買った自走式の破砕機が２台しか市の所

有物というのはないんですね、これを見ると。市の

ごみ処理場として、本当にこれでいいのかなあとい

う、全体を見たときに感じるのですが。というの

は、業者さんがそれぞれ用意して体力を持ってここ

に参入してこないと駄目だという、すごい負担にな

るわけですね。ここでいうバックホウだとかピラニ

アバケットというのは、一般工事には使えませんか

ら。皆さんも知っていると思うのですけれども、こ

れのパテントはオノデラ製作所が持っているので、

そこから買っていると思います。そのためには、配

管もいろいろと必要ですし、高いんですよ、普通の

重機よりは。こういうものというのは、本来は僕は

やっぱり市が用意してそれを指定管理者の皆さんが

活用するというのが本来の姿なんだけれども、何で

こういう形に、最初が最初なのであそこ、最初から

私は知っていますけれども、市でそういうものを準

備しないでこういうふうに進んだというのがどうも

しっくりこないなというふうに感じて、原課として

の考え方というのはどうなのでしょうか。 

○寺口貴広市民環境部次長 車両の、どこを市が保

有して受託者さんに用意してもらうかというところ

でございますけれども、委託事業として、このごみ

管理委託を始めた当初より、こうした形で市として

は最低限といいますか、一定の車両だけ保有してあ

とは受託者の方に用意していただいているという現

状がございます。今後の部分につきましては、今の

時点で具体的にお示しできるものがございませんけ

れども、ここにつきましては、今後も契約の都度、

事業所、事業者等々と協議をしていきたいというふ

うには考えております。 

○栗田政男委員 なぜそこを聞いているかという

と、受託する業者が負担がすごく大きいんですよ。

こうやって仕様書を見たときに今までもそうだった

のだろうと思うのですが、当初から市内の業者がそ

こを受託しているとそれだけのものを用意している

わけですよね。仕事がこういういきさつで云々で取

れなくなったときに、投資した部分というのは、回

収しようがなくなってしまうのですね。契約云々で

市の場合は３年契約なんていうことをうたっている

けれども、例えば、バックホウ１台3,000万円する
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ものを、今3,000万円で買えないかもしれない、 

3,000万近くすると思います。それを投資して３年

間で契約切られてしまったら、ほかに仕事あれば別

ですけれども、産廃用ですから、なかなか難しいの

かなと思うので、本来の姿ではないような気がして

ならないんだけれども、やはりこういうハードの部

分というのはやっぱり市がしっかり所有して、更新

して、除雪もそうですよね、スキー場もそうですよ

ね、そういうふうにやってきていますよね、指定管

理者には。人力だとかいろんな労働力だとかいろい

ろなことは指定管理者という方法でお願いをすると

いうのがあれなんですけれども、丸投げみたいな感

じで、もう重機も全部あんた方で用意しなさいと、

できないとほかの業者は入れませんみたいな、こう

いう市のやり方というのは、あまりにも乱暴なよう

な気がするんだけれども不思議に思わないかな、原

課では。 

○寺口貴広市民環境部次長 受託者の決定に当たっ

ては、今回プロポーザルということでございますけ

れども、契約を定期的に更新、切り替えるという中

では、そういった事業者が変わってしまうかもしれ

ないということは、参加される方も承知の上で御参

加いただいているというふうには承知しております

が、委員お話しあるように、確かに最終処分場で使

っている車両・重機等については、非常に高額なも

のであるということは認識してございます。こうい

った車両の保有の在り方については今後、他の自治

体も委託業務で出しているところが多いかと思いま

すので、そういったところで調査研究してまいりた

いというふうに考えております。 

○栗田政男委員 本来、市がやるべきことを民間の

人たちにお願いをして、指定管理者というのは、も

ともとコスト削減が第一でした。これは皆さんも知

っていると思います。コストを下げるために、民間

のほうがいろいろな部分でコストを下げられるとい

うメリットがあるので、急速に、市ではよく、民間

にできることは民間にお願いしますという言い方を

して進めてきた経緯があります。僕はそのときに何

度も言ったけれども、民間ができるって全部できる

んだよと、皆さんの仕事はみんなできますから。そ

うじゃないでしょう。市がやるべきことは市がちゃ

んとやらなくてはいけないし、担保しなくてはいけ

ないよっていうことをしっかり押さえながら進めて

いかないと、公共のものというのはやっぱりそんな

簡単なものではないと思います。民間というのは、

やはり個人のものですから、ある面で法人ではあり

ますけれども個人のものですから、それは利益優先

で走ってしまうし、いろんな労働条件も役所と全然

違ってきます。確かに抑えることはできるけれど

も、このハード面の充実というのは、やっぱり市が

しっかりと用意をしてやってもらうのが本来の筋だ

し、いろんなところでお話をしましたけれども、網

走の業者を、網走のいろいろな民間企業を育ててい

くという意味では、これだけハードがハードル高い

と、なかなか参入しづらくなるような気がします。

それが本来の役所のやるべき方向性なのかなと思っ

たときには、やはりこういうハードは最低限度のも

のは、細かいものは別にして、やっぱり市が用意し

てやるべきではないかなというふうに私は思うので

す。そういう検討に入ると言うのだけれども、する

気が原課でないような返答だったから、検討という

ことは大概しないんだから。だけれども、本当に真

剣に考えてほしいんだよね。おかしいもん。だって

どう考えても我々が見たときに、これは変だなと思

ってしまう。今日、いろんな部分でこうやって初め

て仕様書を見せてもらって、ここまで民間に被せて

いるのだなというのが理解できました。これは早急

に検討してしっかり本来の姿に戻して、ほかの自治

体もいろいろなやり方があると思うけれども、それ

はそれ。当市としてどうするのかというのをしっか

り把握して、網走はどんどん疲弊しているんだよ。

民間企業は大変な思いをしているんだよ、仕事もな

いんだよ。そういうときに民間の人たちをちゃんと

育てるっていう意識を皆さんが持たない限り、本当

に網走なんか夢も希望もない町になってしまうんだ

よ。そういうことを言っているの。しっかり検討し

ていただきたいと思います。 

 以上です。 

○永本浩子委員長 答弁は要りませんか。よろしい

でしょうか。答弁は。 

○後藤利博副市長 ただいま栗田委員のほうから市

の委託業務なり指定管理をされるときの、特に市所

有の車両の官貸車を貸すというようなケースのお話

だったと思います。栗田委員のほうからもありまし

た除雪なんかも市内の業者にいろいろとお手伝いを

いただきながらやっているのですけれども、昨今、

やはり自分たちで除雪だけのために重機を抱えてい

る、夏場は逆に使わないものも抱えていると。そう

いうことが条件としてなってくると、なかなか会社

の経営上も難しくなってきているという話は、現実
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に聞いております。ごみ処理場の中での車の在り方

だけに限らずですね、特に冬場の除雪の関係におけ

る車両の保有の在り方、これは今後の課題になって

いくだろうというふうに考えてございますので、研

究を進めていきたいというふうに思います。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

よろしいですか。それでは次に移りたいと思いま

す。 

 次に、個別の採点結果の内訳について説明を求め

ます。 

○寺口貴広市民環境部次長 ３月21日開催の当委員

会におきまして、資料として採点表の合計点のみを

お示ししたところ、委員の皆様より、その内訳を明

らかにしてほしいということのお話があったところ

でございますが、その点につきましては、改めて私

どものほうで整理しましたが、やはり今回、プロポ

ーザルの当初の実施要領におきまして、個人別の評

点は出さないということをあらかじめ決めていたこ

と。また、外部の委員の方に意見照会をしたとこ

ろ、やはり当初のルールに従っていただきたい、そ

の開示については反対であるというような意見が付

されたこと。そこを押して開示してしまうと今後、

そういった外部の方、有識者の招致に支障が生じる

おそれがあること。こういったことを勘案しまし

て、開示することが公益上必要であるというふうに

は判断できないということで、前回より広げた形で

の開示については、今回は難しいというふうに判断

したところでございます。 

○永本浩子委員長 ただいまの説明で質疑等ござい

ますでしょうか。 

○村椿敏章委員 これ私が開示を求めたものですけ

れども、まず合計点数のみというのが要領のほうに

書いているから内容については、開示していかない

という方針ですよね。そこについてもう一度お願い

したいと思います。 

○寺口貴広市民環境部次長 そこは今、委員よりお

話がありましたように、当初、本プロポーザルの実

施要領で個人別の評点は出さないということでルー

ルとして決めていたことが、今回、合計点のみお示

ししている状況でございます。 

○村椿敏章委員 何で今回それを求めたかという

と、やはり今回のプロポーザルの点数にどうして、

地元の事業者のほうが人員もそろっているし、技術

者もそろっているのに低いんだというところから始

まったわけですよ。そこについて、市のほうが説明

できないという部分があったと思うのですよね。だ

からこそ、もっと内訳をどういう状況で採点がされ

たのかということをはっきりと示すべきなのではな

いのかなと思うんですよ。あわせて、今言っていた

外部の委員の方について、この間も言っていたと思

いますが、そこについては、確認したんですか。外

部の委員に、今日、公表というか、そのことについ

て、ここについては今、出てはいないので。 

○永本浩子委員長 先ほどの答弁でも確認した結

果、きちんと当初のルールに従っていただきたい、

開示には反対であるという御意見があったというこ

とがありましたけれども、それ以上のことをお求め

でしょうか。 

○村椿敏章委員 反対の意見があったということで

すけれども、４人の方が皆さん反対されたというこ

とですか。 

○寺口貴広市民環境部次長 ４人の方それぞれに照

会しましたが、４人中３名の方が反対ということで

御意見をいただいております。 

○村椿敏章委員 それでも１人の方は出してもらっ

ても構いませんよということなのかなと思うんです

よね。そういった場合、このプロポーザルの入札方

式が透明性に欠けるという部分が、どうしてもこれ

を公表していかないと欠けるというふうに思われて

しまう。逆に、これをはっきりさせておいたほう

が、私は、今後のプロポーザルの方式をまだまだこ

れからもやっていきたいということであれば、しっ

かりとその辺、考えたほうがいいのかなと思うんで

すよね。かえって、見せないというよりも見せてい

ったほうが、こういうふうにして選ばれたのだと。

ただ、その一人一人の名前を出すのは無理だよと。

だけれども個人個人のＡＢＣＤＥＦというような形

で出すことは可能なのではないのかなと思うのです

けれども、それでも出さないってことなんですか。 

○寺口貴広市民環境部次長 評価につきましては、

各委員が採点をしておりますが、委員個々の採点結

果ではなくそれらの合計点で判断をしているところ

でございますので、合計点が明らかになることによ

って、今回の審査結果をお示ししたというふうに考

えているところでございます。 

○村椿敏章委員 合計点というか、一つ一つの項目

についての合計点は出したということを今言ってい

るのね。 

まず私からは以上。 
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○永本浩子委員長 ほかに質疑。 

○古都宣裕委員 経過はちょっとわかったのですけ

れども、まず、この外部の人に当たったというので

すけれども、どのような形で話をされたのかという

のが気になって、どのようなお話をして公開するか

しないかというところを聞かれたんですかね。どの

ような形で聞かれたのかをまず教えてください。 

○寺口貴広市民環境部次長 委員の先生たちには、

今回、議会のほうで採点結果の内訳を教えてほしい

ということで話がありますということ。その際、一

つはもう全部明らかにする。例えば、先ほど村椿委

員からもお話ありましたけれども、委員Ａ、委員Ｂ

というような形で氏名を明らかにしない形で明らか

にする。そういった個人の名前は出さないといった

形で公開することでいかがでしょうかと問い合わせ

たところでございます。 

○古都宣裕委員 公開の仕方っていろいろあったと

思うのですよ。休憩の中でもいろいろと話があっ

て、何かいろいろと検討してみますという話があっ

たとは思うんですけれども、大きくこの委員を分け

たら市役所の人間か、そのほかの人間かだと思うん

ですよねっていう話でもあったとおり、市役所のプ

ロポーザルの委員の人の部分の合計点とそれ以外の

人のほうで分けてその合計点で出すというやり方も

一つでした。先ほど言ったように、ＡＢＣＤで名前

を出さないやつで出すというのも一つ、その上でさ

らに二つに分けるのも一つで、もう１個、市役所の

ほうは、別にＡＢＣとかでの形も出した上で、ほか

の先生たちの部分、それだとほかの４名の方の合計

とかはわかるけれども、内容わかんないけれども、

そういった形で出すということもできたわけ。それ

だと向こうは嫌だと言っても、ほかの委員っていう

のは、市役所の中の決裁でできるはずではないです

か。そういった検討ってどこまでされたのかなと、

わからないんですけれども。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

午前11時05分休憩 

午前11時23分再開 

○永本浩子委員長 それでは、再開いたします。 

 古都委員の質疑に対する答弁から。 

○寺口貴広市民環境部次長 採点結果の内訳でござ

いますが、やはり先ほどの御答弁の繰り返しになっ

てしまいますけれども、当初、実施要領において、

個別の評点は出さないこと。また、外部の方に意見

照会した際、反対意見が付されていることなどを考

えますと、明らかにすることはできないというふう

に考えております。 

○古都宣裕委員 今回はそういった形で、もともと

スタートしたときに、そうした氏名は伏すと、個人

的なところは出さないというふうにした上で進んで

いたと思います。ただ、もともと私は反対していま

したけれども、こちらをやるときにずっと委員会で

言われていたのは、透明性をしっかり確保しましょ

うという話は言われていたのですよね。ということ

は、その黒塗りの部分をなるべく少なくしましょう

というような話だと思うんです、透明性っていうの

は。だから、技術的なところで黒塗りにしなきゃい

けない部分があったというのは理解できるのですけ

れども、ここは別に透明化できたところをわざわざ

出さないように、そうした形でやったということ

は、ちょっと落ち度があったのではないかと私は思

いますけれども、いかがですか。 

○寺口貴広市民環境部次長 プロポーザルの在り方

ですけれども、その点につきましては、今後も透明

性や公平性が確保できるような形で法令にのっとっ

て適切に事務を執り進めていきたいというふうに考

えております。 

○永本浩子委員長 よろしいでしょうか。それでは

ほかに質疑ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なければ次に進ませていただきます。 

 次に、オブザーバーの発言の影響について説明を

求めます。 

○寺口貴広市民環境部次長 前回、３月21日の委員

会において、採点の時間の中でオブザーバーの発言

があったところ、その発言が各委員の採点への影響

があったのではないかといったお尋ねがございまし

た。選定委員につきましては、提案説明を受けまし

て、それぞれ自らの意思、考えに基づいて採点を行

っております。オブザーバーは廃棄物に関する専門

的な知見の下、中立の立場でそれぞれの長所、短所

を含めた考えを述べており、仮にその意見を参考に

したとしても、あくまでも採点は委員個々の判断で

したものであって、特に問題となることはないとい

うふうに考えております。 

○古都宣裕委員 今の説明ですと、採点していると

きにオブザーバーの意見があったという理解でいい

んですか。 

○寺口貴広市民環境部次長 採点の時間が始まった

後に、採点時間中にオブザーバーの発言があったと
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いうところでございます。 

○古都宣裕委員 今回、このオブザーバーの人の名

簿を見ると振興局の保健環境部環境衛生課主幹と株

式会社ホクスイ設計コンサルの技術部長だと。この

２人を上回るような知見を持っているメンバーがい

るようには正直、見うけられないんです。となる

と、この２人の意見が大きく参考にされるのではな

いかなと見るのが普通だと思うんですよね。である

ならば本来、仕切るのは採点が終わってから聞くと

か、そうした形の配慮があってしかるべきだと思う

んです。何でそういうふうにならなかったのか、ど

ういう仕切りだったのかというのが気になるのです

けれども、どうなんですか。 

○寺口貴広市民環境部次長 オブザーバーにつきま

しては、今回、採点の時間内で全体を通したそれぞ

れの事業所の長所、短所を含めて述べているところ

ではございますが、例えば、提案内容等で専門的な

提案があった際には、そういった部分の助言を求め

ることができることとなっておりますので、そうい

った助言を参考に採点すること自体は、特段問題が

ないということで考えているところでございます。 

○古都宣裕委員 助言を参考にするのだったら、そ

もそもその人たちにしてもらえばいい話で、助言を

受けないと採点ができないのだったらちょっと違う

のではないかなと思うんですよね。質疑を見ても別

に質問するなというのではないんです。例えば、説

明していたこの技術についてこういうふうになって

いるかよくわからないのだけれどもというのを質疑

であったのならわかるのですけれども、ざっくりと

した感想をいきなり求めているのですよ。そした

ら、めちゃくちゃ参考になるではないですか。別に

技術的な何かを聞いているわけではなくて、感想を

求めているのですよ。これ僕は駄目だと思うので

す。その辺の認識がかなり大きなずれがあると思う

のですけれども、いかがですか。 

○寺口貴広市民環境部次長 ごみの処理方法につい

ては、各自治体によって異なる部分もあるかと思い

ますので、今回、外部の先生たちにも来ていただい

ている中では、網走市の処理方法の提案内容につい

て、必ずしもわからない部分はある可能性がありま

すので、そういった部分も含めてオブザーバーの方

には、専門的な立場からお話をしていただいたとい

うところでございます。 

○古都宣裕委員 あまり答えになっていないのかな

と思うのです。これは、僕はゆゆしき事態だなと思

って見たのです。もう１個ちょっと気になる点が新

しく生まれまして、例えば、10ページとかを見てみ

ると事務局が第１提案者の審査表に評価の記載をお

願いしますと、進行を図る上で適正かなとまだ思う

のですよ。ただ、次にオブザーバーの感想いかがで

すかと、いきなり委員長でもない、事務局でもない

人が、一委員がいきなり求めているのですよね。こ

れ、参考にするために委員が求めているとしか見え

ないのです、そう見るのが普通ではないです。 

○寺口貴広市民環境部次長 オブザーバーの意見に

ついては、参考的な知見の下で述べている意見でご

ざいますので、そこを参考にすることは、特に問題

のあることではないかと思います。最終的には、委

員が個々の判断で採点しているというふうに考えて

おります。 

○古都宣裕委員 もともと委員がある程度、破砕・

リサイクル施設とか最終処分場の知見があるから委

員に選ばれて、提案者の話を聞いて質疑をして、採

点をするために委員に選ばれたわけですよね。そこ

に何でオブザーバーまで入れてオブザーバーの意見

を参考にしなければいけないのですか。それがすご

くわからなくて、網走市庁舎を建てたときもプロポ

ーザル方式だったというふうに聞いているのですけ

れども、そうしたところにもオブザーバーって入れ

ているのですか。 

○寺口貴広市民環境部次長 オブザーバーが発言を

しておりますが、それを参考にした委員もいるかも

しれませんが、あくまでも自分の考えで採点されて

いる、そこは委員個々の判断かと思いますので、オ

ブザーバーの発言を受けて、それを参考にしたとし

ても最終的には、そこは委員個々の判断で採点した

ものというふうに考えております。 

○永本浩子委員長 新庁舎のプロポーザルのときも

オブザーバーがいたのかどうかというのは。 

○寺口貴広市民環境部次長 庁舎のは承知しており

ません。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

午前11時32分休憩 

午前11時33分再開 

○永本浩子委員長 それでは、再開いたします。 

 古都委員の質疑に対する答弁から。 

○後藤利博副市長 庁舎の建設に向けてのプロポー

ザルのときには、オブザーバーは入れておりませ

ん。 

○古都宣裕委員 庁舎は別に、建築に精通している
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人がいっぱいいたと思うのです。町なかでも一級建

築士だとか、そうした方がいっぱいいるし、近隣を

見ても、そうした方がいっぱいいる、逆にオブザー

バーを入れてもよかったのではないかなと思うんで

す。ただ今回、オブザーバー、先ほど聞いたけれど

も、まだいまいち答えがないんですけれども、この

オブザーバーに意見を委員が求めていて急に発言し

ているのですよね。一委員がそんなに権限を持って

いる形なのですか。普通はオブザーバーが急にしゃ

べり出すとは考えられないんですけれども、どうい

った仕切りだったのかよくわからない。 

○寺口貴広市民環境部次長 採点時間につきまして

は、提案を受けて、各委員が個別で採点をしている

ときですけれども、その採点の過程において、オブ

ザーバーに各委員が個別に意見を求めることはでき

ることとしておりましたので、そこでオブザーバー

に意見を求めているというところでございます。 

○古都宣裕委員 ルールとして最初からオブザーバ

ーに意見を求めるありきで入れていると。最終的な

何かではなくて、オブザーバーは発言ありきで許さ

れているような形でスタートしているということな

のですか。 

○寺口貴広市民環境部次長 各委員からオブザーバ

ーへの質問は、可能となっております。ただ、質問

がない場合もあるかもしれませんが、各委員から質

問することは可能としておりましたので、このよう

にお尋ねをして、お答えをいただいているというと

ころでございます。 

○古都宣裕委員 すごい平行線なんですけれども、

これ、同じ人が発言したのかわからないですけれど

も、一委員がオブザーバーに技術的な質問ではなく

感想を聞いているのですよ。これ、駄目ではないか

なと。感想を聞いて、専門家ですよ、どう見ても。

申し訳ないけれども、委員の皆さんより専門家です

よ。専門家だからオブザーバーとしてわからないと

ころがあったら質問するように入れたんだという理

解は、わかります。ただ、いきなり感想と言った

ら、本読まずに後書きを参考に感想文を書くみたい

なもので、そんなことをやったら、その後書きに引

きずられるというのは、誰でもわかることだと思う

んですよ。いきなり答案を求めているような形にな

ってしまって、それは聞いても皆さんそれぞれで判

断していますからわかりませんと言われて、弁護士

に法律の話を聞いて、弁護士がオブザーバーでいま

す、今のやつってどういう話だったのですかって弁

護士に聞いて、それ参考にしませんか。普通そうい

う形ですよ、そんなの聞いたら。参考になって引き

ずるのは当たり前ではないですか。だって向こうは

法律の専門家なのだから。そういうことを、同じよ

うなことをやっていて、これで引きずられていませ

ん、大丈夫、個々の判断です、そんなことを言い切

れるようなやり方ではないと思うのですよね、この

議事録を見ると。それがおかしいのではないですか

という話なのですよ。全然、それは絶対に引きずら

れませんから大丈夫ですという答弁しか来ないので

すけれども、本当ですか。 

○寺口貴広市民環境部次長 引きずられていないと

申し上げておりません。何というのでしょう、オブ

ザーバーにつきましては、専門的な知見の下で、中

立の立場でこの議事録を読んでいただいても、それ

ぞれ長所、短所を含めた考えを述べておりますの

で、それを参考にしたとしても特段、問題はないの

かなというふうに考えているところでございます。 

○古都宣裕委員 そしたら、このオブザーバーっ

て、どっちもオブザーバーになっていますけれど

も、オブザーバーは別に氏名、公表して役職まで書

いているから氏名も公表とほとんど一緒なのかもし

れないですけれども、これ別にどっちがどっちと書

いてあってそこまで個人情報の云々とかというとこ

ろの縛りはオブザーバーにはなかったのではないか

なと思うんですけれども、それは、そこも適用され

るのですかね。 

○寺口貴広市民環境部次長 今回の会議録の調製に

当たりましては、記載のとおりでございますけれど

も、委員についても各委員もただの委員というよう

な形でお示ししているとおり、こちらについても個

人の特定につながらないような形での表記として調

製したところでございます。 

○古都宣裕委員 僕が見る限り、オブザーバーにめ

ちゃくちゃ引きずられているだろうなというふうに

見てとれるのですけれども、一方でこのホクスイ設

計コンサルタントというのは、網走市がいろいろと

委託している業者ということになると、網走市の意

向を酌む可能性があるのではないかなという邪推も

できるわけですよね。また一方で、振興局保健環境

部生活課主幹となっているのですけれども、この方

もごみとかそういった関係の、この辺なんですけれ

ども、役職とかを見ていくと愛和産業の社長さんが

この辺のごみのやつの支部長をされているというこ

とで、もともと面識はあったんじゃないかなという
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ふうな推察もできるわけですよ。そうすると、本当

に中立かというところが疑問に思えてきてしまうの

ですよね。そうした中で、さらにこのオブザーバー

の感想はいかがですかということでやっているとこ

ろは、これ透明とか公平というと僕はあまり、文書

にして出した部分を透明化はしたんですけれども、

公平の部分で本当に公平だったのかというと、めち

ゃくちゃ疑問に思ってしまうわけですよね。その辺

の考えというのは、何もしないでオブザーバーを選

んだのですか。 

○寺口貴広市民環境部次長 オブザーバーにつきま

しては、振興局の主幹につきましては、行政の立場

で専門的な専門家ということ。また、コンサルの部

長につきましては、当市の最終処分場の延命化計画

などに携わっておりまして、処分場の現況を熟知し

ている、そういったところで選んだところでござい

ます。 

○古都宣裕委員 このやり取りを普通の人が聞い

て、答弁でも別に引きずられていないというわけで

はないというふうに認めていますけれども、そうし

た中で本当にこれが公平だったかなと思うと私は全

くそう思えなくなりました。 

 取りあえずは、この資料に関しては、今のところ

以上です。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。よろ

しいでしょうか。 

○金兵智則委員 やり取りを聞いていて、捉え方も

様々あるとは思うのであれなんですけれども、ちな

みにお伺いしたいのですけれども、10ページに出て

くるオブザーバーに感想を伺った委員さんと次に20

ページだったかな、感想を求めた委員さん、これは

同一人物なのですか。 

○寺口貴広市民環境部次長 同一人物です。 

○金兵智則委員 何か司会者的な役割を果たしてい

る委員さんがいたのかなというふうに思ってしまう

のですけれども、意見を求めることは悪くない。古

都委員の言っていることって実はよくわかる話もあ

るところもあるんですよね。ただ採点は、個々の責

任をもってつけているので、意見を参考にしようが

その点数をつけたのは審査員の方の責任だという答

弁だったのだというふうに思うんです。今までいろ

いろとこのプロポーザルのことやっていて、どこま

での透明性を確保するのか、どこまでの公平性を確

保するかというのは、多分、今後大きな課題になっ

てくるのだと思うんです。2026年だって観光振興計

画に関してプロポーザルで募集がかかっていました

よね。といった中で、やはりプロポーザルをやると

きには、こういう方式でやるっていうのは、網走市

で決めていかなければいけないんだと思うんです。

例えば、審査員に関しては外部の者を半数以上入れ

るとか、点数に関しては公表するとか、そういうこ

とを決めていかないと今回、このプロポーザルがこ

ういった形でやり玉と言ったらあれですけれども、

一つの課題が投げかけられた一つなのだと思うんで

すけれども、そういうことを考えていかなければい

けない中で、どんどん2025年、2026年に関してもプ

ロポーザルが増えてきている中で今ルールってない

ですよね。基本的なルールというか、こういうふう

にしますというルールは今ない状況ですよね。 

○後藤利博副市長 ３月のときの委員会でもお話し

させていただいたのですけれども、今、網走市にプ

ロポーザルはこういう形でやりますというガイドラ

インといいますか、指針というものはございませ

ん。ただ、過去から実際にプロポーザルで業者を選

定してきている経過はございます。今実際に令和７

年度、進んでいる中でこの廃棄物処理に限らず、観

光振興計画ですとか、福祉のいろいろなシステムを

つくるに当たってとか、これからどんどんどんどん

年度内に着手するものがございます。先ほど申しま

したように、網走市ありませんので、今年度やる部

分に間に合うかどうかわかりませんけれども、他の

先進地といいますか、どういう形でプロポーザルに

臨んでいるか、そういうのをいろいろと整理をして

網走市としても一定の指針といいますか、ガイドラ

インはつくる必要があると思っています。今後、検

討を進めたいと思っております。 

○金兵智則委員 これは結構大事なことなんだとい

うふうに思います。今後、指針をつくっていくとい

うことでしたので、この委員会で出たことは重要視

していただいて、もともと廃棄物のプロポーザルに

関しても、外部から１人だったかな、だったよう

な、外部入れなかったのかな、最初は入れる予定も

なかったんでしたっけ。それをこの４人まで、１人

ではなく４人まで入れるということに変更していっ

たのですから、最低でも過半数以上は外部を入れる

とか、点数に関しては公表を、その使命、責任を持

ってつけているとさっきから言っているのですから

公表をしてもいいのかもしれないですし、そういう

ことは、なるべく多くのものが市民の皆さんの目に

触れるような形のものをつくっていっていただきた
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いというふうに思いますけれども、それで大丈夫で

すかね。 

○後藤利博副市長 今いろいろと調べている途中で

ありますけれども、他市の事例では、プロポーザル

にかけるべき事業にあるかどうかということを先に

選定をするといいますか、そういうところから委員

会みたいのをつくって、そしてさらにプロポーザル

になった場合は、こういう形でやりますというその

前段のところから用意をしている自治体もあるよう

です。それは自治体の規模にもよったり、その自治

体の性格といいますか、やろうとしていることによ

っていろいろと違いもあるのかもしれませんけれど

も、そういう例もあるというふうなところの調べも

進めています。そういう意味では、今後、先ほども

申し上げたとおり、繰り返しになりますけれども、

事業者を選定するに当たって、自治体の様々な課題

ですとか、目標に向かってどう解消していくかとい

う部分のときに、業者を選定するという手法として

は必要な、プロポーザルというのは必要な取組とい

うか、やり方になるのではないかなというふうな考

えを持っておりますので、そういうことも含めて整

理をしていきたいというふうに思います。 

○金兵智則委員 わかりました。こういうやり取り

がせっかくプロポーザルの在り方として、やり取り

をしてきたというのもありますし、今後もしそうい

った中で議会に協力を仰ぐということもあれば、し

ていっていただけたらというふうに思います。 

 以上です。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。よろ

しいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それでは、以上をもちまして文教民生委員会を終

了いたします。 

 お疲れさまでございました。 

午前11時48分閉会 

 


